様式第４号の２（第５条の２関係）

　　　　第　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　　年　　月　　日
　
　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　大川市長
　　　　　　　　　　　　　　　
大川市結婚新生活支援事業補助金認定通知書
　　年　　月　　日付　　　第　　　号で申請のあった大川市結婚新生活支援事業補助金については、次のとおり補助対象として認定することに決定しましたので、大川市結婚新生活支援事業補助金交付要綱第５条の２第２項の規定により、通知します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１　決定内容　　　　認定　　・　　否認
（否認の理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
２　補助認定額　　　　　　　　　　　　　　　円
３　認定条件
（１）　申請事項について変更が生じた場合は、速やかに大川市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書に当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
（２）　必要により書類等の検査や実地検査等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
（３）　大川市結婚新生活支援事業補助金交付要綱に違反した場合は、認定の取り消しを行うものとする。
